
長野市地籍調査事業 測量業務委託特記仕様書（航測法） 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本特記仕様書は、長野市（以下「発注者」という）が国土調査法に基づき実施する 

 地籍調査事業測量業務（以下「本業務」という）の委託において、本業務を受託するもの

（以下「受注者」という）が遵守及び準拠すべき主要事項を定めたものである。 

 

（準拠する法令等） 

第２条 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書のほか請負契約書及び以下の法令規程

等に準拠し、業務遂行について監督職員と十分な協議を行うこと。 

（１） 国土調査法（昭和 26年６月１日法律第 180 号）（最終改正：令和２年３月 31日法

律第 12 号） 

（２） 国土調査法施行令（昭和 27 年３月 31 日政令第 59 号）（最終改正：令和２年６月

12 日政令第 183 号） 

（３） 国土調査法施行規則（平成 22年 10 月 12 日国土交通省令第 50 号）（最終改正：令

和２年９月 29日国土交通省令第 79号） 

（４） 地籍調査作業規程準則（昭和 32 年 10 月 24 日総理府令第 71号）（最終改正：令和

６年６月 28 日国土交通省令第 73 号） 

（５） 地籍調査作業規程準則運用基準（平成 14 年３月 14 日国土国第 590 号国土交通省

土地・水資源局長通知）（最終改正：令和６年６月 28 日国不籍第 270 号） 

（６） 基準点測量作業規程準則（昭和 61 年 11 月 18 日総理府令第 51 号）（最終改正：平

成 30年３月 30 日国土交通省令第 15 号） 

（７） 地籍図作成要領（令和３年３月２日付け国不籍第 489 号国土交通省不動産・建設

経済局地籍整備課長通知） 

（８） 地籍調査票作成要領（令和３年３月 31日付け国不籍第 579 号国土交通省不動産・

建設経済局地籍整備課長通知）（最終改正：令和６年６月 28 日付け国不籍第 275

号） 

（９） 航空法（昭和 27 年法律第 231 号）（最終改正：令和５年法律第 63 号） 

（10） 航空法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56号）（最終改正：令和６年国土交通省令

第 57号） 

（11） 地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14 年３月 14 日付け国土国第 591 号国

土交通省土地・水資源局長通知） 

（12） 地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検査規程細則（令和３年８

月 31日国不籍第 338 号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）（最終

改正：令和６年６月 28日付け国不籍第 288 号） 

（13） 地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例（平成 29年 11 月 21日

付け国土籍第 322 号国土交通省・建設産業局地籍整備課長通知） 



（14） 測量法（昭和 24年法律第 188 号） 

（15） 長野市地籍調査作業規程 

（16） 長野市地籍調査調査図表示要領 

（17） 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（18） 長野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年 12月 23 日長野市条例第

43 号） 

（19） 長野市財務規則 

（20） その他関係法令及び通達等 

 

（業務上の疑義） 

第３条 受注者は、本業務の実施において不明な点及び疑義を生じた場合は、速やかに発注

者と協議を行うものとする。 

 

（作業計画） 

第４条 受注者は、作業の開始に先立ち、各工程別作業実施計画書、着手届、工程表、担当

技術者・現場代理人及び主任技術者等の通知、技術者経歴書（３ケ月以上の直接雇用関係

にあることを証する書類を添付）を発注者に提出し承認を得るものとする。 

 ２ 主任技術者は、測量法（昭和 24年法律第 188 号）第 50 条及び第 51 条の規定する測

量士の有資格者で、且つ公益社団法人全国国土調査協会で認定する地籍主任調査員及び

一般社団法人日本国土調査測量協会で認定する地籍調査管理技術者の有資格者でなけれ

ばならない。（資格証の写しを添付すること） 

 ３ 現場代理人は、測量法（昭和 24年法律第 188 号）第 50 条及び第 51 条の規定する測

量士の有資格者で、且つ一般社団法人日本国土調査測量協会で認定する地籍調査管理技

術者または地籍総合技術監理者の有資格者でなければならない。 

 ４ 担当技術者は、測量法（昭和 24年法律第 188 号）第 50 条及び第 51 条の規定する測

量士または測量士補の有資格者でなければならない。 

 ５ 主任技術者及び現場代理人・担当技術者は、請負契約書・本特記仕様書・設計図書等

に基づき、適切に業務を実施しなければならない。 

 

（資料等の貸与並びに返還） 

第５条 受注者は、本業務を履行するにあたり必要な資料については、発注者と協議のうえ、

その貸与を受けることができる。なお、貸与された資料及び図面は本業務終了後に直ちに

発注者に返却しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第６条 受注者は、本業務の履行にあたり知り得た内容及び結果等を発注者の許可なくし

て第三者に漏らし、または利用してはならない。 

 ２ 受注者は、前項の規定に違反し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。 

 



 

（契約変更） 

第７条 本業務の数量は設計図書の通りとし、業務の履行にあたり特段の事情による数量

の変更が生じた場合については、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。 

 

（業務記録及び外業作業状況写真等） 

第８条 受注者は、各作業工程の完了後及び発注者が提出を求めた場合は速やかに業務記

録を提出しなければならない。 

 ２ 受注者は、Ｃ工程・ＲＤ工程の外業作業時において、作業状況が確認できる状況写真

を撮影し、提出するものとする。 

 

（社内検査） 

第９条 受注者は、各作業工程の完了時、業務完了後に手直しまたは検査が困難となる成果

品について自主的に社内検査を行い、その結果を発注者に報告しなければならない。 

 ２ 社内検査を行う者は、本業務の現場代理人・主任技術者以外の者で地籍調査業務に精

通した者が行うことを原則とすること。 

 

（検査及び契約不適合責任） 

第 10 条 受注者は本業務が完了したときには、速やかに関係書類を提出し、発注者による

完了検査を受けなければならない。 

 ２ 前項の検査に合格しない場合には、発注者が指定する期間内に修正を行い、再検査を

受けなければならない。 

 ３ 本業務が完了し、成果品を引き渡した後においても、成果が認証され登記所送付によ

り登記が完了するまでの間において、受注者の責に帰すべき誤りがあり契約の内容に適

合しないことが判明した場合、受注者は自己の責任において適正な成果に修正しなけれ

ばならない。 

 

（土地への立入及び身分証明書） 

第 11 条 受注者は、本業務の作業実施のため土地に立ち入る場合は、発注者が貸与する国

土調査法第 24 条第３項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、

これを呈示すること。 

 ２ 土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地所有者及び関係人にその旨を通知すること。 

 ３ 言動に十分に注意し、土地所有者及び関係人との紛議を起こさないように努め、作業

が円滑に進むように配慮しなければならない。土地所有者及び関係人とのトラブル等が

発生した場合は、速やかに発注者に連絡し、対応を協議するものとする。 

 ４ 受注者は、本業務終了後に直ちに身分証明書を発注者に返却すること。 

 

（保安） 

第 12 条 受注者は、本業務の作業において交通の妨害となるような行為を行ってはならな

い。また、公衆に迷惑を及ぼさないよう作業しなければならない。 



 ２ 交通及び公衆に影響を及ぼす恐れのある作業を行う場合、発注者及び関係機関と十

分な打ち合わせを行い、必要な手続きを行って許可を得ること。 

 ３ 作業に従事するものは、常に言動に十分注意し、公衆等と無益の摩擦や紛争を起こさ

ないように留意すること。 

 ４ 業務中に事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及

び事故による被害の内容等について速やかに発注者に報告すること。 

 

（情報セキュリティ） 

第 13 条 受注者は、本業務の履行にあたり、別紙「情報セキュリティ要件」を遵守しなけ

ればならない。 

 ２ 発注者は、受注者が前項に規定する情報セキュリティ要件に違反し、発注者が損害を

受けたときは、受注者にその損害を賠償請求することができる。 

 

（個人情報保護） 

第 14 条 受注者は、本業務を履行するため個人情報を取り扱う場合には、別紙「個人情報

取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（長野市公契約等基本条例に関する事項） 

第 15 条 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所

（作業所）等へポスターを掲示すること。 

 ２ 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容につ

いて説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 

 ３ 長野市公契約等労働環境報告書１部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条例の手

引」に例示するもの）２部を契約後速やかに発注者へ提出すること。この場合、業務の一

部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出

すること。 

 

（業務の再委託） 

第 16 条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならな

い。 

 ２ 受注者は、本特記仕様書の業務内容に記載する作業工程のうち、Ｃ工程（地籍図根三

角測量）・Ｅ工程（一筆地調査）の主要な部分を第三者に委任し、または請け負わせては

ならない。 

 ３ 受注者は、ＲＤ工程（航空測量）及びＲＤ工程に関連して処理しなければならない各

工程の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の

承諾を得なければならない。 

 ４ 受注者は、前項により業務の一部を委任し、または請け負わせたときは、その者の称

号または名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 

 

 



 

第２章 業務内容 

 

（調査区域） 

第 17 条 本業務の区域及び作業工程は次のとおりとする。 

 （１）調査区域  長野市鬼無里日影の一部 

          （長野市鬼無里日影５区） 

 （２）期  間  契約日から 

          令和７年２月 14日まで 

 （３）実施面積  0.21ｋ㎡ 

 （４）縮尺区分  １／1000 

 （５）精度区分  乙２ 

 （６）作業工程 

  ア Ｃ工程（地籍図根三角測量） 

  イ ＲＤ工程（航空測量） 

    （本調査区域のＲＤ工程はＵＡＶを用いる方法により航空レーザ計測を行うもの

とする） 

  ウ Ｅ１工程（計画、地元説明会、調査図素案等作成、関連資料整理） 

 

（計画及び協議） 

第 18 条 本業務の実施にあたり、本業務の目的及び趣旨を十分に理解したうえで、適切な

工程計画の立案・使用する機械器具の点検整備・資材等の手配を実施し、発注者と打合せ

協議を行うこと。 

 

（地元説明会の開催） 

第 19 条 受注者は、発注者と打合せのうえ、調査内容及びその方法を周知するための地元

説明会を協力して開催し、もって土地所有者等からの信頼を確保して本業務の円滑な実

施に努めることとする。 

２ 前項の地元説明会については、発注者が会場の手配及び土地所有者等への開催通知

の発送を行い、受注者は地元説明会に必要となる資料の準備及び地元説明会においての

説明を行うものとする。 

 

（地籍図根三角測量） 

第 20 条 受注者は、Ｃ工程の作業計画を立てるにあたり、調査区域周辺の基準点配点図・

与点成果表・点の記等の成果を確認のうえ、調査区域の地形等の状況及び与点の設置状況

等について十分な調査を行うこと。 

 ２ Ｃ工程は電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法により行うこと。 

 ３ 上空視界が万全でない場所にやむを得ず地籍図根三角点を設置する場合で、ＧＮＳ

Ｓアンテナタワーの設置を必要とするときは、発注者と事前協議のうえ承諾を得ること。 

 ４ Ｃ工程における網構成の適切性の検討にあたり、受注者は地籍図根三角点平均図（以



下「平均図」という）ほか必要な資料を発注者に提出し、発注者は、国土地理院に意見を

求めた後、認証者による事前審査を受けるものとする。なお、平均図の点検終了後に変更

協議があった場合は、再度良否を確認したうえで承諾を得るものとする。 

 

（地籍図根三角点の選点） 

第 21 条 地籍図根三角点は、対空標識が上空から明瞭に識別でき、後続の測量を行うのに

便利な地点であって、標識及び対空標識の設置が容易であり、尚且つこれらが将来に亘り

確実に保存される地点を選点するものとする。 

 

（標識の設置） 

第 22 条 地籍図根三角点には、鉄線入りコンクリートの 11 ㎝×11 ㎝×80 ㎝（長野県規格）

の角柱またはこれと同等以上のものを、その杭頭に発注者が支給する真鍮製金属標を取

り付けたうえ埋設する。埋設地点の地盤が軟弱な場合には、コンクリートなどを流し込み、

基礎を固めてから埋設するものとし、埋設した地籍図根三角点は 300 型の保護枡を埋設

することで保護することとする。 

 ２ 標識の設置は、観測前に実施すること。 

 ３ 標識の設置は、発注者が示す様式（建標承諾書）により事前に土地所有者の承諾を得

てから実施すること。 

 ４ 標識の設置作業は、発注者立会いのもと実施することとし、標識の規格及び構造並び

に設置状況（埋設前・埋設中・設置後の近景及び遠景）を記録した写真を撮影すること。 

 ５ 標識を設置する地点にコンクリートの角柱及びその保護枡の設置が困難な場合には、

発注者と協議のうえ将来に亘り確実に保存される地点を選点し、発注者が支給する真鍮

製金属標を適切な方法により設置すること。 

 

（航空測量） 

第 23 条 受注者は、ＲＤ工程について、作業の方法、使用する機械器具、作業要員、日程

等について適切な計画を立案するとともに、必要な場合には航空法等の関係法令に基づ

き関係機関への手続きを行い、発注者の承認を得るものとする。 

 ２ 受注者は、発注者が所有する既存資料及び公的機関等が公開し取得可能な公共測量

成果または公共測量に準じた成果検定済の資料を収集し、データ入手時のメタデータ、精

度管理表、品質評価表等を資料として、運用基準等に照らして適正に使用できるものであ

るかを点検するものとする。 

 ３ 航空測量に使用するレーザ機器は、計測日より６ヵ月以内にキャリブレーションサ

イトでの機器点検を行っているものを用いることとし、計測実施前にキャリブレーショ

ン結果を発注者に報告すること。 

 ４ 受注者は、空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる標定点、または航空

レーザ測量における航空レーザ計測（航空機または無人航空機に搭載したレーザ測距装

置と地表面または地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう）

の結果得られたデータの点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準とな

る調整点を選点し、対空標識の設置をするものとする。 



 ５ 補備測量の実施が見込まれる場合には、発注者と協議のうえ、空中写真測量または航

空レーザ測量の実施前に、必要に応じて航測図根点を選点すること。 

 ６ 航空測量は、必要な装置を搭載し、所定の高度で安定飛行を行うことができるＵＡＶ

を用いる方法により行うこととする。 

 ７ 航空測量は、地形状況の計測や標定点及び調整点（以下「標定点等」という）の配置

状況等を考慮して計画し、原則として気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行う

ものとする。 

 ８ 航空レーザ計測の点密度は、ＵＡＶを用いる方法により 25 点／㎡以上として、筆界

の調査にあたって必要となる地形、地物、植生状況その他の特徴点を明瞭に判読できるよ

う適切に設定するものとする。 

 

（空中三角測量または航空レーザ計測データの解析） 

第 24 条 航空レーザ計測データを解析し、計測範囲における地表面及び地物並びに植生状

況その他の特徴点を明瞭に判読できる三次元の座標値データを作成するものとする。 

２ 航空レーザ計測データは、照射角、ジャイロ回転角、加速度、空中ＧＮＳＳ情報及び

地上ＧＮＳＳ情報を統合させ、各計測ポイントの３成分（ＸＹＨ）を解析して三次元計測

データを作成する。 

３ 三次元計測データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する地物等に

複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。 

４ 三次元計測データは、調整点の三次元座標との比較により点検を行い、較差が制限を

超過した場合は、原因を調査のうえ、補正、再計算または再測等を実施するものとする。 

 ５ 三次元計測データから、オリジナルデータ、グラウンドデータ、ＤＳＭ（数値表層モ

デル）、ＤＥＭ（数値標高モデル）を作成するものとする。 

 ６ 航空レーザ測量におけるステレオモデルの構築及びオルソ画像の作成は、航空レー

ザ計測と同時期に撮影した数値写真及び三次元計測データ等を用いて行うものとする。 

 

（基礎資料の作成） 

第 25 条 空中写真測量、航空レーザ測量及び既存データの収集・解析により取得したリモ

ートセンシングデータを用いて、筆界等の分析に必要となる情報を資料に取りまとめる

ものとする。 

 ２ ＤＥＭから傾斜、斜面方位、開度等の微地形特性を表現するために必要な情報を求め、

データ処理ソフトを用いて画像データとして微地形表現図を作成するものとする。 

 ３ 航空レーザ測量等によるオリジナルデータ、ＤＥＭ及びＤＳＭ（収集した既存データ

も含む）等からデータ処理ソフトを用いて画像データとして森林情報図（林相識別図・樹

高分布図）を作成するものとする。 

 ４ 筆界の分析において有用な地物等の位置、形状等の情報を必要に応じて計測し、図面

に取りまとめるものとする。 

 

（調査図素図の作成と関連資料整理） 

第 26 条 発注者は、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界を確認するた



めに必要な情報（関係官公署及び土地の所有者その他の利害関係人が所有する資料等）と

して、公図、登記事項要約書、地積測量図、課税資料、地形図、森林計画図、既存空中写

真等（以下「公図等」という）の基礎資料を積極的に収集するものとする。 

 ２ 前項により、発注者が収集した資料のほか、受注者は、公的機関等が公開し取得可能

な公共測量成果または公共測量に準じた成果検定済の資料の収集に努めるものとする。 

 ３ 受注者は、発注者が貸与する法務局から提供を受けた地図情報の電子データ（地図Ｘ

ＭＬ）及び登記情報の電子データ（ＣＳＶ）、隣接する地籍調査実施区域の既存データを

基に調査図素図を作成するものとする。 

 ４ 調査図素図は、法務局公図と同等の縮尺により、小字界ごとに作成し、小字界の接合

状態が分かるように配置するものとし、調査区域界を明示し、その外周より概ね 50ｍま

での範囲で公図を複写して作成するものとする。 

 

 

第３章 成果品 

 

（成果品の帰属） 

第 27 条 本業務の成果品は、著作権法（昭和 45 年５月６日法律第 48 号）第 21 条から第

28 条及び第 47 条の３に定める全ての権利及び民法（明治 29 年４月 27 日法律第 89 号）

第 206 条に定める所有権（以下「著作権等」という）を発注者が所有するものとする。 

 

（第三者による照査） 

第 28 条 発注者は、中間及び最終成果品に関し、その成果が確実に仕様のとおりに作成さ

れているかを、第三者に委託し確認することができるものとする。 

 

（成果品） 

第 29 条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 

 （１）Ｃ工程（地籍図根三角測量） 

  ア 基準点等成果簿写し 

  イ 地籍図根三角点選点手簿 

  ウ 地籍図根三角点選点図・平均図 

  エ 地籍図根三角測量観測計算諸簿 

  オ 地籍図根三角点網図 

  カ 地籍図根三角点成果簿 

  キ 地籍図根三角測量精度管理表及び観測図 

  ク 標識の設置状況写真 

 

 （２）ＲＤ工程（航空測量） 

  Ⅰ 標定点等の設置 

   ア 基準点成果簿写し 

   イ 調整点配点図 



   ウ 調整点明細表 

   エ 調整点測量簿 

   オ 調整点成果簿 

   カ 精度管理表 

   キ 航測図根点選点図 

   ク 航測図根点の状況写真 

  Ⅱ 対空標識の設置 

   ア 対空標識の設置状況写真 

   イ 対空標識点明細票 

   ウ 対空標識点一覧図 

   エ 精度管理表 

  Ⅲ 航空レーザ測量 

   ＜航空レーザ計測＞ 

   ア 航空レーザ計測コース図 

   イ 航空レーザ計測データ 

   ウ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理表 

   エ 航空レーザ計測記録・航跡図・計測漏れ点検図 

   オ 精度管理表 

   ＜航空レーザ計測データの解析＞ 

   カ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ調整計算成果表 

   キ 調整点調査表 

   ク コース間点検箇所配点図 

   ケ コース間点検箇所残差表 

   コ 航測図根点成果簿 

   サ 航測図根点配置図 

   シ 調整点残差表 

   ス ＤＳＭ成果簿 

   セ ＤＳＭデータファイル 

   ソ ＤＥＭ成果簿 

   タ ＤＥＭデータファイル 

   チ 精度管理表 

＜基礎資料等の作成＞ 

   ツ 航空レーザ成果 

    ① オリジナルデータ（Las Data を含む） 

    ② グラウンドデータ 

    ③ グリッドデータ 

    ④ 水部ポリゴンデータ 

    ⑤ 簡易オルソデータ 

    ⑥ 位置情報ファイル 

    ⑦ 格納データリスト 



    ⑧ 等高線データ 

   テ 微地形表現図 

   ト 林相識別図 

   ナ 樹高分布図 

   ニ アーカイブ写真 

   ヌ 精度管理表 

  

 （３）Ｅ１工程（計画、地元説明会、調査図素案等作成、関連資料整理） 

  ア 公図写等収集資料 

  イ 調査図素図 

  ウ 調査図素図一覧図 

  

 （４）各成果の電子データ 

（PDF・CAD データ・SIMA データ・地籍フォーマット 2000 形式など） 

 

 （５）打合せ協議記録 

 

 （６）その他 

  ア 工程別業務記録 

  イ 外業作業状況写真 

  ウ 社内検査報告書 

  エ その他作業工程に必要なもので発注者が指示するもの 

 

本業務の成果品については以上によるほか、測量法（昭和 24年法律第 188 号）第 34 条の

規定に基づく作業規程の準則（昭和 26年建設省告示第 800 号）（改正：令和５年３月 31 日

国土交通省告示第 250 号）に従うものとし、記載した成果品と名称が相違しているものにつ

いては必要事項を満たすものに読み替えて成果品とすること。 

 

（その他） 

第 30 条 本特記仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議のうえ、決定

するものとする。 

 



（別紙） 

 

情報セキュリティ要件 

 

（責任者、作業内容、作業者及び作業場所の特定） 

第１ 受注者は、この契約による委託業務に係る責任者、作業内容、作業者及び作業場所をあら

かじめ特定し、発注者に対して通知しなければならない。この内容を変更する場合についても

同様とする。 

 

（提供されるサービスレベルの保証） 

第２ 受注者は、通信の速度及び安定性、並びにシステムの信頼性の確保等の品質を維持するた

め、発注者が必要とする場合は、サービスレベルを保証する内容を提示しなければならない。 

 

（アクセスを許可する情報資産の種類と範囲、アクセス方法） 

第３ 受注者は、この契約に関わる情報資産の種類を定義し、種類ごとのアクセス許可及びアク

セス時の情報セキュリティ要求事項、並びにアクセス方法の監視及び管理を行わなければなら

ない。 

 

（従業員に対する教育の実施） 

第４ 受注者は、情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、従業員に対し教育を行わな

ければならない。なお、発注者が必要とする場合は、その教育の内容及び実施状況を提示しな

ければならない。 

 

（提供された情報資産の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止） 

第５ 受注者は、この契約による委託業務を行うため発注者から提供された情報資産について、

本契約業務以外に利用し、又は受注者以外の第三者に提供してはならない。 

２ 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった

者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 

 

（情報資産の持出し及び複写又は複製の禁止） 

第６ 受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をし

てはならない。 

２ 前項において、受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写

又は複製をする場合は、その目的、情報資産の内容及び情報セキュリティ対策が十分に取られ

ていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。 

 

（情報資産の持込み） 

第７ 受注者は、情報資産を持ち込む場合は、情報セキュリティ対策が十分に取られていること

を発注者に示し、その承認を得なければならない。 

 

（安全管理義務） 

第８ 受注者は、この契約に係る情報資産を自ら管理する場合は、紛失、損傷及び焼失等の事故

が生じないよう安全かつ適切な管理体制を整備し、管理しなければならない。 



２ 受注者は、発注者から情報資産の提供を受けた場合は、受領証を作成し、提出しなければな

らない。 

 

（委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄又は消去等） 

第９ 受注者は、この契約による委託業務を行うため、取り扱う情報資産が必要でなくなった場

合には、速やかに返還、廃棄又は消去しなければならない。なお、発注者は必要に応じて情報

資産の返還、廃棄又は消去を指示するものとする。 

２ 前項において、受注者は、情報資産を廃棄又は消去したことを証明する書類を発注者に対し

提出しなければならない。 

３ 前２項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなっ

た者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 

 

（業務上知り得た情報の守秘義務） 

第 10 受注者は、この契約による委託業務に関して知り得た情報の内容を他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。 

２ 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった

者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 

 

（再委託に関する制限事項の遵守） 

第 11 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、情報の取扱いを伴う委託業務を自ら行い、第三

者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 発注者は、例外的に再委託を承諾する場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対

策が十分取られており、受注者と同等の水準であることを確認しなければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を受けて再委託（再委託事業者が更に再委託を行う場合を含む）を行

う場合には、この情報セキュリティ要件第３、同第４、同第５、同第６、同第７、同第８、同第

９、同第 10の規定が再委託事業者等にも適用されることを当該再委託事業者等へ説明し、遵守

させなければならない。 

 

（委託業務の定期報告及び緊急時報告義務） 

第 12 発注者及び受注者は、定期報告及び緊急時報告の手順を定め、委託業務の状況を適切かつ

速やかに確認できるよう体制を整備しなければならない。緊急時の職員への連絡先は、あらか

じめ相互に通知しなければならない。 

 

（発注者による監査、検査） 

第 13 受注者が実施する情報システムの運用、保守、サービス提供等の状況を確認するため、発

注者による監査、検査を行うことができるものとする。 

 

（発注者による情報セキュリティインシデント発生時の公表） 

第 14 発注者は、委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合、当該情報セ

キュリティインシデントの公表を予め受注者と協議の上、必要に応じて行うものとする。公表

にあたり、受注者は発注者に対する協力に努めなければならない。 

  



 

（損害賠償） 

第 15 発注者は、情報セキュリティインシデントが発生し、それによる損害の賠償を第三者か

ら請求されたときには、当該情報セキュリティインシデントが受注者（第 11 の規定による再

委託事業者を含む）によりこの情報セキュリティ要件が遵守されなかったことによるものであ

る場合には、受注者（第 11 の規定による再委託事業者を含む）に対して、発注者が負う損害

賠償の額と同等の額を請求することができる。 

２ 前項において、受注者が損害賠償の責任を負う場合とは、受注者の従業員（転勤等により委

託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者を含む）であ

って委託業務に従事した者の行為に基づく場合を含むものとする。 



（別紙） 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報の改ざん、滅失及び損傷の禁止） 

第１ 受託事業者は、本業務を行うために当市から引き渡された個人情報を改ざん、滅失及

び損傷してはならない。 

 

（個人情報の漏えいの禁止） 

第２ 受託事業者は、本業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。

本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（再委託の禁止） 

第３ 受託事業者は、当市が承諾した場合を除き、個人情報の取扱いを伴う業務は自ら行い、

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

 

（委託目的以外の個人情報の使用禁止） 

第４ 受託事業者は、本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、本事業の目的以外

に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（個人情報の複写及び複製の禁止） 

第５ 受託事業者は、当市が承諾した場合を除き、本業務を行うために当市から引き渡され

た個人情報を、複写及び複製してはならない。 

 

（事故発生時における報告義務） 

第６ 受託事業者は、本業務を行うために取り扱う個人情報の改ざん・滅失・損傷・漏えい

等があった場合には、当市に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 

 

（個人情報が掲載された資料等の返還義務又は廃棄義務） 

第７ 受託事業者は、本業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、

当市の指示により、速やかに個人情報が掲載された資料等を返還しなければならない。 

 

 （事業所内からの個人情報の持出しの禁止） 

第８ 受託事業者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事業所内から個

人情報を持ち出してはならない。 


